
　　分任契約担当官　陸上自衛隊関西補給処

　　三軒屋弾薬支処会計科長 　小林　浩司

　下記のとおり、一般競争入札を実施するので関係事項承知の上参加されたい。

１　競争入札に付する事項
単位

２　入札参加資格

 (1) 予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。なお未成年者、被保佐人又は被

　　補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

 (2) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る

　　指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

 (3) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売

　　買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

 (4) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する

　　省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

 (5) 令和7・8・9年度一般競争（指名競争）参加資格（全省庁統一資格）の資格審査結果通知を受けた者のうち、

　　「物品の買受け」の等級が「Ｃ等級」以上に格付され、競争参加地域が中国地域の競争参加資格を有する者であること。

３　契約条項を示す場所

入札資料等は、次に示す期間、陸上自衛隊関西補給処三軒屋弾薬支処会計科事務室において配布する。

　　　令和8年5月11日(月)～令和8年5月27日(水)　（土曜･日曜･祝日の間を除く　9：00～16：00）

４　説明会及び入札の日時及び場所

 (1) 説明会

実施しない。ただし現場確認を希望する者には個別に対応するので、事前に調整すること。
 (2) 入　札

　　ア　日　時： (木)

　　イ　場　所：

５　保証金等に関する事項

 (1) 入札保証金：免除とする。ただし落札者が契約を締結しない場合、入札金額の 5/100に相当する金額を違約金

　　　　　　として徴収する。

 (2) 契約保証金：免除とする。ただし落札者が契約を履行しない場合、契約金額の10/100に相当する金額を違約金

　　　　　　として徴収する。

 (3) 遅延賠償：遅延部分１日につき、契約金額の1/1000に相当する金額を徴収する。

６　入札方法

　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地

方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の１１０分の１００を記載す

ること。（消費税抜き金額を記載）
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７　入札の無効

 (1) 第２項に示した入札参加資格の無い者の入札

 (2) 入札に関する条件に違反した者の入札

 (3) 入札金額が明瞭でない入札

 (4) 入札者の氏名及び押印された印影が判別しがたい入札

 (5) 電報、電話、ＦＡＸによる入札

 (6) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に違反する事態が生じた場合

８　落札決定方法

 (1) 総額決定（税抜き）

 (2) 入札金額は税抜きとし、当隊所定の予定価格を上回り、かつ最高入札者を落札者とする。

 (3) 落札者となるべき最高入札者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

（4） 最高入札者が予定価格を上回らない場合は、再度入札を実施する。郵便等が含まれている場合の再度入札の時期は別途

連絡する。

９　契約書等の作成

 (1) 落札者は落札決定後、契約書を陸上自衛隊標準契約書の様式により遅滞なく作成し提出する。

 (2) 適用する契約条項

 　 ア不用物品売払契約条項

 　 イ「談合等の不正行為に関する特約条項

 　 ウ暴力団排除に関する特約条項

　　

１０　代金納入

 (1) 代金納入期限 (月) (細部は落札者と調整する）

代金納付の日を含め５日以内（土・日・祝祭日を含める。）に搬出完了する事。

 (2) 代金納入要領 納入告知書又は口頭告知により、指定された期日及び場所に納付するものとする。

１１　所有権移転の時期

当該物件の引渡しが完了したとき。

１２　免責事項

 (1) 売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用は、買受人の負担とする。

 (2) 売払物品の引取りに際しては事故防止に留意するとともに、事故発生の場合は全て買受人の責任において処理

    すること。

 (3) 売払物品は現状渡しであり、契約締結後、防衛省は物品に対して一切の責任を負わないこと。また、買受人は当

 　 該物品に不具合、隠れたる瑕疵等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除をすることがで

 　 きないこと。

 (4) 売払い物品の使用等に際して必要となる法令上の各種手続きは、買受人の責任においておこなうこと。

１３　その他

 (1) 現場確認をしなかった事によって生じる不利益は買受人の負担とする。
 (2) 入札関係書類は、下記の連絡先にて配布する。

 (3) 第2項(1)に示す資格審査結果通知書（写）は、令和8年5月25日（月）17時までに提出すること。（メール可）

 (4) 入札者が代表者の代理の時は、入札時に委任状を提出すること。（様式随意）

 (5) 本件入札においては郵便入札を可とする。

 (6) 郵便入札により参加する場合は、 (水) までに入札書在中と朱書きにより明記

　　して郵送し、発送者の責により到着の確認をすること。

 (7) 入札及び契約心得を承知の上参加すること。

 (8) 入札及び契約事項に関する問い合わせ

連絡先： 関西補給処三軒屋弾薬支処　会計科　契約班 担　当： 新井

ＴＥＬ： ０８６－２２８－０１１１（内線３４５） ＦＡＸ： ０８６－２２８－０１１３（直通）

　　メールアドレス：fin-sangenya-madep@inet.gsdf.mod.go.jp

 (9) 現場確認・引取に関する問い合わせ

連絡先： 関西補給処三軒屋弾薬支処　管理班 担　当： 小西

ＴＥＬ： ０８６－２２８－０１１１（内線２２７）

本公告は、陸上自衛隊三軒屋駐屯地会計科、自衛隊岡山地方協力本部
　　　　　陸上自衛隊三軒屋駐屯地ホームページ(https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/sangenya/)に掲示している。

令 和 8 年 8 月 31 日

5 月 27 日 17時00分



別　紙

件名： 廃バッテリーほか7件

一 連
番 号

品 名 規 格 単 位 数 量 重 量 （ ｋ ｇ ）

1 廃バッテリー ４０B１９L 個 13 110

2 廃バッテリー ７５D２３L 個 12 185

3 廃バッテリー １４５F５１ 個 25 830

4 廃バッテリー ８０D２６R 個 30 488

5 廃バッテリー S-９５ 個 3 58

6 廃バッテリー １０５D３１R 個 4 77

7 廃バッテリー Q-８５/１１５D23L 個 1 16

8 廃バッテリー . 個 4 28

内　　　訳　　　書

備 考



調達要求番号：

1　総則

1.1　適用範囲

1.2　履行場所

陸上自衛隊三軒屋駐屯地（岡山市北区宿９７８）

1.3　履行期限

2　売払いに関する要求

2.1　一般的要求事項

2.2　搬出物品

2.3　搬出場所

2.4　搬出作業時間

3　その他の指示

3.1　立入の制限

3.2　安全管理

3.3　仕様書に関する疑義

　この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

物品番号 　　　　－　　　－　　　　－　 仕　様　書　番　号

　搬出の完了後、官側が作成した受領書に社名，電話番号及び受領数量等を記入し提出とする。後日提出
の場合は，三軒屋弾薬支処総務科管理班宛に郵送とする。

ｂ）官側が危険を感じた場合，作業を一時中断し指示に従うこと。

　品名・数量等は，別紙内訳書に示す。

令和　　年　　月　　日

作成部隊等名 三軒屋弾薬支処総務科管理班

　この仕様書は，陸上自衛隊三軒屋駐屯地において実施する廃バッテリーの売払いについて規定する。

ａ）官側の立会のもと作業を実施すること。

廃バッテリーほか７件
作　　　　成 令和　８年　４月　１３日

変　　　　更

令和８年８月３１日（月）

ｃ）鉄屑置場の売払い物と示されたものは，全て搬出すること。

2.5　提出書類

　駐屯地鉄屑置場

　便所・喫煙所場所については官側が指定した場所を使用する。又、作業現場以外の不用な立入は禁止す
る。

　契約の相手方は，安全管理に注意するとともに，必要な場合は，契約担当官等の指示を受けるものとす
る。

　土日祝祭日を除き、午前０８３０～１２００、午後１３００～１７００までとし、１２００から１３０
０までの間は作業を中止し、鉄屑置場への立入は禁止とする。
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